
 

 

 

 

  

 

 

借入時に発生する保証料を 

JAバンク群馬と JA前橋市で負担します。 

 

 

 

経営規模の拡大や生産コスト低減に向けた所要資金をＪＡから借入れた場合・・・

事 業 対 象 者 ＪＡから農業資金（群馬県農業信用基金協会保証付）を借入れた農業者等 

対 象 資 金 農業近代化資金、県下統一要項資金（アグリマイティー資金等） 

助 成 内 容 対象資金の群馬県農業信用基金協会保証料 

実 施 期 間 2023年 4月 1日～2024年 3月 31日（１年間） 

助 成 要 件 
・事業実施期間中にＪＡから対象資金を借入れ、群馬県農業信用基金協会へ保証料を支払っていること 

・保証料の支払いは、「一括前払い方式」であること 

 ■詳しい助成手続き等は、各支所窓口にお尋ね下さい。 

■繰上償還・保証解除等により、返戻保証料が発生した場合、相当額を返戻して頂きます。 

■助成対象資金の各資金で定める資金使途と異なる用途で使用された（目的外使用）案件がある場合には、助成金額全額を返戻頂きます。 

 

 

 

 


